
納
付
方
法

■
特
別
徴
収

　
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る

方
は
、
原
則
年
金
か
ら
天
引
き

さ
れ
ま
す（
年
６
回
偶
数
月
）。該

当
し
な
い
方
は
、納
付
書
ま
た
は

口
座
振
替
に
よ
り
納
め
ま
す
。

・
年
額
18
万
円
以
上
の
公
的
年

金
受
給
者

・
介
護
保
険
料
を
特
別
徴
収
さ

れ
、
介
護
保
険
料
と
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
料
の
合
計
額

が
年
金
支
給
額
の
２
分
の
１

を
超
え
な
い
方

 

■
普
通
徴
収

　
７
月
中
旬
に
送
付
す
る
納
付

書
ま
た
は
口
座
振
替
に
よ
り
納

付
し
ま
す
。

納期限
期　
別

納
期
限

第
1
期
７
月
31
日（
金
）

第
2
期
８
月
31
日（
月
）

第
3
期
９
月
30
日（
水
）

第
4
期
11
月
２
日（
月
）

第
5
期
11
月
30
日（
月
）

第
6
期
12
月
25
日（
金
）

第
7
期
令
和
９
年
２
月
１
日（
月
）

第
8
期
３
月
１
日（
月
）

※
行
政
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー

（
イ
オ
ン
モ
ー
ル
東
浦
２
階
）

で
も
納
付
可
能

■
口
座
振
替
選
択
制
度

　
保
険
料
の
特
別
徴
収
を
中
止

し
、
口
座
振
替
で
納
付
し
た
い

方
は
、
預
金
通
帳
、
通
帳
印
、

資
格
確
認
書
を
持
参
し
、
町
保

険
医
療
課
で
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

■
普
通
徴
収
の
方
は
、
便
利
で
確

実
な
口
座
振
替
の
手
続
き
を
！

　
口
座
振
替
の
手
続
き
は
、役
場

ま
た
は
金
融
機
関
で
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。国
民
健
康
保
険
税

を
口
座
振
替
で
納
め
て
い
た
方

も
再
度
手
続
き
が
必
要
で
す
。

ど
う
し
て
も

納
付
が
難
し
い
と
き
は

　
特
別
な
事
情
に
よ
り
、
保
険

料
の
納
付
が
難
し
い
と
き
は
、

未
納
の
ま
ま
に
せ
ず
、
早
め
に

町
保
険
医
療
課
へ
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
①
②
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
、
申
請

に
よ
り
保
険
料
の
減
免
が
認
め

ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①
災
害
に
よ
り
、
住
宅
や
家
財

に
著
し
い
損
害
を
受
け
た
場

合
②
事
業
の
廃
止
、
失
業
な
ど
に

よ
り
収
入
が
著
し
く
減
少
し

た
場
合

※
減
免
を
受
け
る
に
は
申
請
が

必
要
。
詳
細
は
町
保
険
医
療

課
へ医

療
機
関
の
窓
口
で

支
払
う
自
己
負
担
割
合

　
医
療
機
関
の
窓
口
で
支
払
う

一
部
負
担
金
は
、
か
か
っ
た
医

療
費
の
１
～
３
割
で
す
（
世
帯

の
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
変
わ

り
ま
す
）。

■
医
療
費
が
自
己
負
担
限
度
額

を
超
え
た
と
き
は
？

　
あ
と
か
ら
高
額
療
養
費
と
し

て
差
額
を
返
金
し
ま
す
。
対
象

の
方
に
は
別
途
案
内
を
送
付
し

ま
す
の
で
手
続
き
を
お
願
い
し

ま
す
。

後期高齢者後期高齢者
医療制度医療制度のの保険料保険料

75歳以上の方、65歳以上75歳未満で一定の障がい
があり、加入を希望する方は、それまで加入して
いた国民健康保険や職場の健康保険などから脱退
し、後期高齢者医療制度に加入します。

コールセンター電話番号

後期高齢者医療
コールセンター

☎0570－011－558
（通話料がかかります）

※土日祝、年末年始（12月29日～翌年１月３
日）は閉鎖

※繁忙期（2026年７月11日～８月30日）は
　土日祝も開設

開設期間

2027年３月31日までの
平日午前８時45分～午後５時15分

・県後期高齢者医療広域連合
　☎052-955-1227
・町保険医療課　内線153

問
い
合
わ
せ

不審な電話に注意
コールセンターは受信専用です。還付
金の案内や口座を指定して振込みをさ
せたり、金融機関のＡＴＭの操作を指
示したりすることは一切ありません。
不審な電話があったら町保険医療課へ

保険料の算定方法や
保険証の負担割合

など

保険料（令和８年度）の計算方法

※ 基礎控除額	 合計所得金額2,400万円以下…………………… 43万円
		  合計所得金額2,400万円超2,450万円以下…… 29万円
		  合計所得金額2,450万円超2,500万円以下…… 15万円
		  合計所得金額2,500万円超…………………… 適用なし

令和8・9年度 基礎賦課額（医療分） 子ども・子育て支援金
賦課額（子ども分）

所得割額
( 総所得金額等－基礎
控除額※ ) ×所得割率
10.48％

( 総所得金額等－基礎控
除 額 ※ ) × 所 得 割 率
0.25％

均等割額 56,130円 1,362円
賦課限度額 85万円 ２万１千円

医療分 子ども分年間の保険料額
※100円未満切捨て

広報ひがしうら 2026年７月号 16


